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(57)【要約】
【課題】紙葉類収納カセットを紙葉類処理装置から取り
外したときに、紙葉類収納部に収納された紙葉類が盗難
者等により抜き取られることを防止することができると
ともに、収納繰出機構のローラが設けられた箇所におい
て紙葉類の詰まりが発生した場合でもこのような紙葉類
の詰まりを解消することができる紙葉類収納カセットお
よび紙葉類処理装置を提供する。
【解決手段】紙葉類収納カセット１０には、収納繰出機
構のローラ２０の回転を規制するローラ回転規制機構が
設けられている。ローラ回転規制機構は、紙葉類収納カ
セット１０が紙葉類処理装置１に装着されたときにはロ
ーラ２０を紙葉類の投入方向および投出方向の両方向に
回転させ、一方、紙葉類収納カセット１０が紙葉類処理
装置１から取り外されたときにはローラ２０を紙葉類の
投入方向のみに回転させるようローラ２０の回転を規制
する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　紙葉類の処理を行う紙葉類処理装置に着脱自在に収容される紙葉類収納カセットであっ
て、
　筐体と、
　前記筐体の外部から内部への紙葉類の投入および前記筐体の内部から外部への紙葉類の
投出を行うための投出入口と、
　前記筐体の内部に設けられ、前記投出入口により前記筐体の外部から内部に投入された
紙葉類が収納される紙葉類収納部と、
　前記筐体の内部に設けられ、前記投出入口により前記筐体の外部から内部に投入された
紙葉類を前記紙葉類収納部に送るとともに前記紙葉類収納部に収納された紙葉類を前記投
出入口に繰り出すローラを有する収納繰出機構と、
　前記収納繰出機構のローラの回転を規制するローラ回転規制機構であって、前記紙葉類
収納カセットが前記紙葉類処理装置に装着されたときには前記ローラを紙葉類の投入方向
および投出方向の両方向に回転させ、前記紙葉類収納カセットが前記紙葉類処理装置から
取り外されたときには前記ローラを紙葉類の投入方向のみに回転させるよう前記ローラの
回転を規制するようなローラ回転規制機構と、
　を備えたことを特徴とする紙葉類収納カセット。
【請求項２】
　前記ローラ回転規制機構は、前記収納繰出機構の前記ローラと同期して回転する軸と、
前記軸の近傍において移動自在に設けられたロック部材とを有し、
　前記紙葉類収納カセットが前記紙葉類処理装置に収容されたときには前記ロック部材は
前記軸から離間し、前記紙葉類収納カセットが前記紙葉類処理装置から取り外されたとき
には前記ロック部材は前記軸に係合し、前記ロック部材は、前記軸が係合されたときにこ
の軸を紙葉類の投入方向には回転させるが紙葉類の投出方向には回転させないような形状
となっていることを特徴とする請求項１記載の紙葉類収納カセット。
【請求項３】
　前記ロック部材は凹部を有し、前記紙葉類収納カセットが前記紙葉類処理装置から取り
外されたときには前記軸は前記ロック部材の凹部に挿入されるようになっており、前記凹
部は、前記軸が挿入されたときにこの軸を紙葉類の投入方向には回転させるが紙葉類の投
出方向には回転させないような形状となっていることを特徴とする請求項２記載の紙葉類
収納カセット。
【請求項４】
　前記軸は、前記ロック部材の凹部に挿入されたときにこの凹部に接触する箇所において
周方向において部分的に平面形状となっており、前記凹部は、前記軸が挿入された際にこ
の軸と略平行に延びる互いに対向する第１の側面部分および第２の側面部分とを有し、第
１の側面部分は略平面形状となっており、第２の側面部分は前記凹部の開口部分に向かっ
て広がるようなテーパ形状となっており、前記軸が紙葉類の投出方向に回転しようとした
ときにこの軸の平面形状部分が前記凹部の第１の側面部分に当接することにより当該軸の
回転が規制され、前記軸が紙葉類の投入方向に回転しようとしたときにこの軸の平面形状
部分が前記凹部の第２の側面部分に当接することにより当該軸の回転が許容されるように
なっていることを特徴とする請求項３記載の紙葉類収納カセット。
【請求項５】
　前記紙葉類収納カセットには、当該紙葉類収納カセットが前記紙葉類処理装置に収容さ
れたときにこの紙葉類処理装置に設けられたラック部材と噛み合うようなピニオン部材が
設けられており、
　前記ピニオン部材は前記ローラ回転規制機構のロック部材と接続されており、前記ピニ
オン部材が前記ラック部材と噛み合って回転することにより前記ロック部材が移動するよ
うになっていることを特徴とする請求項２記載の紙葉類収納カセット。
【請求項６】
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　前記ピニオン部材が前記ラック部材と噛み合っていないときには前記ロック部材は前記
軸に係合しており、前記ピニオン部材が前記ラック部材と噛み合って回転したときに前記
ロック部材は前記軸から離間するよう移動するようになっていることを特徴とする請求項
５記載の紙葉類収納カセット。
【請求項７】
　紙葉類の収納や投出を行う紙葉類処理装置であって、
　請求項１乃至６のいずれか一項に記載の紙葉類収納カセットを備えたことを特徴とする
紙葉類処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、紙幣や小切手等の紙葉類の収納を行う紙葉類収納カセットおよびこの紙葉類
収納カセットを備えた紙葉類処理装置に関し、とりわけ、紙葉類収納カセットを紙葉類処
理装置から取り外したときに、紙葉類収納部に収納された紙葉類が盗難者等により抜き取
られることを防止することができるとともに、収納繰出機構のローラが設けられた箇所に
おいて紙葉類の詰まりが発生した場合でもこのような紙葉類の詰まりを解消することがで
きる紙葉類収納カセットおよび紙葉類処理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、紙幣や小切手等の紙葉類の収納や投出を行う紙葉類処理装置に、紙葉類収納
カセットが着脱自在に収容されていることが知られている。このような紙葉類収納カセッ
トは、略直方体形状の筐体と、筐体の上面に設けられ、当該筐体の外部から内部への紙葉
類の投入および筐体の内部から外部への紙葉類の投出を行うための投出入口と、筐体の内
部に設けられ、投出入口により筐体の外部から内部に投入された紙葉類が収納される紙葉
類収納部と、を備えている。
【０００３】
　従来の紙葉類収納カセットでは、紙葉類収納部に収納された紙葉類を投出入口に繰り出
すような収納繰出機構が筐体の内部に設けられていないタイプのものがあった。このよう
なタイプの紙葉類収納カセットでは、収納繰出機構が設けられる代わりにシャッター機構
が投出入口に設けられており、このシャッター機構により投出入口の開閉を行うようにな
っている。そして、紙葉類収納カセットの筐体の内部から外部へ紙葉類の投出を行う際に
は、紙葉類収納カセットのシャッター機構により投出入口を開いた後、紙葉類処理装置に
設けられた収納繰出機構によって紙葉類収納カセットの紙葉類収納部に収納された紙葉類
の繰り出しを行うようになっている。
【０００４】
　また、従来の紙葉類収納カセットにおいて、紙葉類収納部に収納された紙葉類を投出入
口に繰り出すような収納繰出機構が筐体の内部に設けられているタイプのものもある。こ
のようなタイプの紙葉類収納カセットでは、収納繰出機構は、投出入口により筐体の外部
から内部に投入された紙葉類を紙葉類収納部に送るとともにこの紙葉類収納部に収納され
た紙葉類を投出入口に繰り出すようになっている。ここで、収納繰出機構は、筐体の上面
に設けられた投出入口の近傍に設置されている。
【０００５】
　収納繰出機構が筐体の内部に設けられているような紙葉類収納カセットでは、例えば特
許文献１等に示すように、収納繰出機構を構成するローラの近傍にこのローラの回転を規
制するためのロック機構が設けられている。そして、紙葉類収納カセットが紙葉類処理装
置に装着された場合は、ロック機構はローラを紙葉類の投入方向および投出方向の両方向
に回転させ、一方、紙葉類収納カセットが紙葉類処理装置から取り外された場合は、ロッ
ク機構はローラを回転させないようになっている。このことにより、紙葉類収納カセット
が紙葉類処理装置から取り外されたときには、この紙葉類収納カセットの紙葉類収納部に
収納された紙葉類を投出入口から抜き取ることができないようになっている。
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【０００６】
【特許文献１】特開２００６－２７８７０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、収納繰出機構が紙葉類収納カセットの筐体の内部に設けられておらず、
シャッター機構が紙葉類収納カセットの投出入口に設けられているようなタイプの紙葉類
収納カセットにおいては、シャッター機構は故障しがちでありこのシャッター機構は様々
なトラブルの原因になりやすいという問題がある。また、このような紙葉類収納カセット
では、紙葉類収納カセットのシャッター機構により投出入口を開いた後、紙葉類処理装置
に設けられた収納繰出機構によって紙葉類収納カセットの紙葉類収納部に収納された紙葉
類の繰り出しを行うようになっているが、このような収納繰出機構による紙葉類の繰り出
し方法は様々なトラブルの原因になりやすいという問題がある。
【０００８】
　また、例えば特許文献１等に示すような紙葉類収納カセットにおいては、収納繰出機構
のローラが設けられた箇所において紙葉類の詰まり（ジャム）が発生した場合に、紙葉類
収納カセットを紙葉類処理装置から取り外すとこのローラはロック機構により完全に固定
されるため、この詰まりが発生した紙葉類を収納繰出機構から手動で取り出すことが困難
であるという問題がある。このため、このタイプの紙葉類収納カセットには、収納繰出機
構のローラが設けられた箇所で詰まりが発生した紙葉類を収納繰出機構から取り出すため
の専用の機構を別途設けなければならない。
【０００９】
　また、上述のような紙葉類収納カセットにおいて、収納繰出機構のローラの回転を規制
するためのロック機構を設けなかった場合には、紙葉類収納カセットを紙葉類処理装置か
ら取り外した場合でもローラは紙葉類の投入方向および投出方向の両方向に自在に回転す
ることができるようになるため、紙葉類の投出方向にローラを回転させれば誰でも紙葉類
収納カセットの紙葉類収納部に収納された紙葉類を抜き取ることができるようになり、防
犯上問題があった。
【００１０】
　本発明は、このような点を考慮してなされたものであり、紙葉類収納カセットを紙葉類
処理装置から取り外したときに、ローラを紙葉類の投出方向に回転させることができなく
なるため紙葉類収納部に収納された紙葉類が例えば盗難者等により抜き取られることを防
止することができ、また、収納繰出機構のローラが設けられた箇所において紙葉類の詰ま
りが発生した場合でも、紙葉類収納カセットを紙葉類処理装置から取り外した後、ローラ
を紙葉類の投入方向に回転させることによりこのような紙葉類の詰まりを解消することが
できる紙葉類収納カセットおよびこの紙葉類収納カセットを備えた紙葉類処理装置を提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の紙葉類収納カセットは、紙葉類の処理を行う紙葉類処理装置に着脱自在に収容
される紙葉類収納カセットであって、筐体と、前記筐体の外部から内部への紙葉類の投入
および前記筐体の内部から外部への紙葉類の投出を行うための投出入口と、前記筐体の内
部に設けられ、前記投出入口により前記筐体の外部から内部に投入された紙葉類が収納さ
れる紙葉類収納部と、前記筐体の内部に設けられ、前記投出入口により前記筐体の外部か
ら内部に投入された紙葉類を前記紙葉類収納部に送るとともに前記紙葉類収納部に収納さ
れた紙葉類を前記投出入口に繰り出すローラを有する収納繰出機構と、前記収納繰出機構
のローラの回転を規制するローラ回転規制機構であって、前記紙葉類収納カセットが前記
紙葉類処理装置に装着されたときには前記ローラを紙葉類の投入方向および投出方向の両
方向に回転させ、前記紙葉類収納カセットが前記紙葉類処理装置から取り外されたときに
は前記ローラを紙葉類の投入方向のみに回転させるよう前記ローラの回転を規制するよう
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なローラ回転規制機構と、を備えたことを特徴とする。
【００１２】
　このような紙葉類収納カセットによれば、ローラ回転規制機構は、紙葉類収納カセット
が紙葉類処理装置に装着されたときにはローラを紙葉類の投入方向および投出方向の両方
向に回転させ、一方、紙葉類収納カセットが紙葉類処理装置から取り外されたときにはロ
ーラを紙葉類の投入方向のみに回転させるようローラの回転を規制する。このため、紙葉
類収納カセットを紙葉類処理装置から取り外したときにローラを紙葉類の投出方向に回転
させることができなくなるため紙葉類収納部に収納された紙葉類が例えば盗難者等により
抜き取られることを防止することができる。また、収納繰出機構のローラが設けられた箇
所において紙葉類の詰まりが発生した場合でも、紙葉類収納カセットを紙葉類処理装置か
ら取り外した後、ローラを紙葉類の投入方向に例えば手動で回転させることによりこのよ
うな紙葉類の詰まりを解消することができる。
【００１３】
　本発明の紙葉類収納カセットにおいては、前記ローラ回転規制機構は、前記収納繰出機
構の前記ローラと同期して回転する軸と、前記軸の近傍において移動自在に設けられたロ
ック部材とを有し、前記紙葉類収納カセットが前記紙葉類処理装置に収容されたときには
前記ロック部材は前記軸から離間し、前記紙葉類収納カセットが前記紙葉類処理装置から
取り外されたときには前記ロック部材は前記軸に係合し、前記ロック部材は、前記軸が係
合されたときにこの軸を紙葉類の投入方向には回転させるが紙葉類の投出方向には回転さ
せないような形状となっていることが好ましい。このような紙葉類収納カセットによれば
、収納繰出機構のローラの回転を規制するローラ回転規制機構の構成をシンプルなものと
することができる。
【００１４】
　この場合、前記ロック部材は凹部を有し、前記紙葉類収納カセットが前記紙葉類処理装
置から取り外されたときには前記軸は前記ロック部材の凹部に挿入されるようになってお
り、前記凹部は、前記軸が挿入されたときにこの軸を紙葉類の投入方向には回転させるが
紙葉類の投出方向には回転させないような形状となっていることがより好ましい。
【００１５】
　ここで、前記軸は、前記ロック部材の凹部に挿入されたときにこの凹部に接触する箇所
において周方向において部分的に平面形状となっており、前記凹部は、前記軸が挿入され
た際にこの軸と略平行に延びる互いに対向する第１の側面部分および第２の側面部分とを
有し、第１の側面部分は略平面形状となっており、第２の側面部分は前記凹部の開口部分
に向かって広がるようなテーパ形状となっており、前記軸が紙葉類の投出方向に回転しよ
うとしたときにこの軸の平面形状部分が前記凹部の第１の側面部分に当接することにより
当該軸の回転が規制され、前記軸が紙葉類の投入方向に回転しようとしたときにこの軸の
平面形状部分が前記凹部の第２の側面部分に当接することにより当該軸の回転が許容され
るようになっていることが更に好ましい。
【００１６】
　また、前記紙葉類収納カセットには、当該紙葉類収納カセットが前記紙葉類処理装置に
収容されたときにこの紙葉類処理装置に設けられたラック部材と噛み合うようなピニオン
部材が設けられており、前記ピニオン部材は前記ローラ回転規制機構のロック部材と接続
されており、前記ピニオン部材が前記ラック部材と噛み合って回転することにより前記ロ
ック部材が移動するようになっていることが好ましい。
【００１７】
　この場合、前記ピニオン部材が前記ラック部材と噛み合っていないときには前記ロック
部材は前記軸に係合しており、前記ピニオン部材が前記ラック部材と噛み合って回転した
ときに前記ロック部材は前記軸から離間するよう移動するようになっていることが好まし
い。
【００１８】
　本発明の紙葉類処理装置は、紙葉類の収納や投出を行う紙葉類処理装置であって、上述
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した紙葉類収納カセットを備えたことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明の紙葉類収納カセットおよびこの紙葉類収納カセットを備えた紙葉類処理装置に
よれば、紙葉類収納カセットを紙葉類処理装置から取り外したときに、紙葉類収納部に収
納された紙葉類が盗難者等により抜き取られることを防止することができるとともに、収
納繰出機構のローラが設けられた箇所において紙葉類の詰まりが発生した場合でもこのよ
うな紙葉類の詰まりを解消することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下、図面を参照して本発明の一の実施の形態について説明する。図１乃至図６は、本
実施の形態に係る紙葉類収納カセットおよび紙葉類処理装置を示す図である。このうち、
図１は、本実施の形態における紙葉類収納カセットの外観を示す斜視図であり、図２は、
図１に示す紙葉類収納カセットの内部の構成の概略を示す構成図である。また、図３は、
図２の示す紙葉類収納カセットにおけるローラ回転規制機構の構成を示す構成図であり、
図４は、図３に示すローラ回転規制機構におけるロック部材およびプーリの軸の構成を示
す構成図である。また、図５は、図３、図４に示すローラ回転規制機構におけるプーリの
軸の構成の詳細を示す構成図である。また、図６は、図１に示す紙葉類収納カセットが装
填された紙葉類処理装置の構成の概略を示す構成図である。
【００２１】
　図６に示すように、図１に示すような紙葉類収納カセット１０は、概して、紙葉類の収
納や投出を行うための紙葉類処理装置１に着脱自在に収容されている。そして、紙葉類収
納カセット１０が紙葉類処理装置１に収容されたときに、この紙葉類処理装置１の本体部
分から紙葉類が１枚ずつ紙葉類収納カセット１０に送られたり、この紙葉類収納カセット
１０から紙葉類が１枚ずつ紙葉類処理装置１の本体部分に戻されたりするようになってい
る。
【００２２】
　まず、紙葉類処理装置１の構成の概略について図６を用いて簡単に説明する。図６は、
図１に示す紙葉類収納カセット１０が複数（具体的には例えば３つ）装填された紙葉類処
理装置１の構成の概略を示す構成図である。
【００２３】
　図６に示すように、紙葉類処理装置１は、筐体６と、操作者により紙幣や小切手等の紙
葉類が投入される紙葉類投入部２と、筐体６の内部に投入された紙葉類を搬送する搬送部
４と、搬送部４に介設された識別部５と、紙葉類が筐体６の内部から外部に投出される紙
葉類投出部３とを備えている。また、搬送部４には、各々の紙葉類収納カセット１０の投
出入口１６（後述）が接続されており、紙葉類処理装置１の搬送部４から紙葉類が１枚ず
つ紙葉類収納カセット１０に送られたり、この紙葉類収納カセット１０から紙葉類が１枚
ずつ紙葉類処理装置１の搬送部４に戻されたりするようになっている。
【００２４】
　図６に示すような紙葉類処理装置１においては、操作者により紙葉類投入部２に投入さ
れた紙葉類は１枚ずつ搬送部４に繰り出される。紙葉類投入部２から搬送部４に繰り出さ
れた紙葉類は当該搬送部４で１枚ずつ搬送され、この搬送部４に介設された識別部５によ
り金種、真偽、正損等の識別が行われる。識別部５により識別することができなかった紙
葉類や、正常な紙葉類ではないと識別された紙葉類は紙葉類投出部３に搬送され、操作者
によりこの紙葉類投出部３に送られた紙葉類が取り出されることとなる。一方、識別部５
により正常な紙葉類であると識別された紙葉類は、金種別に各紙葉類収納カセット１０に
収納される。
【００２５】
　紙葉類処理装置１から紙葉類の投出動作を行う際には、まず、各紙葉類収納カセット１
０に収納された紙葉類が１枚ずつ搬送部４に戻される。搬送部４に戻された紙葉類は当該
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搬送部４で１枚ずつ搬送され、識別部５により金種等の識別が行われる。識別部５により
識別が行われた紙葉類は紙葉類投出部３に搬送され、操作者によりこの紙葉類投出部３に
送られた紙葉類が取り出されることとなる。
【００２６】
　なお、紙葉類処理装置１の構成は、図６に示すようなものに限定されることはなく、紙
葉類の収納や投出等の処理を行うことができるとともに１または複数の紙葉類収納カセッ
ト１０が着脱自在に収容されるものであれば、他の構成とすることができる。
【００２７】
　次に、紙葉類収納カセット１０の構成について図１乃至図５を用いて説明する。図１に
示すように、紙葉類収納カセット１０は、略直方体形状の筐体１２を有し、紙葉類をこの
筐体１２の内部に収納するようになっている。図１に示すように、紙葉類収納カセット１
０において、投出入口１６が筐体１２の上面に設けられている。この投出入口１６は、筐
体１２の外部（具体的には、紙葉類処理装置１の搬送部４）から内部への紙葉類の投入お
よび筐体１２の内部から外部への紙葉類の投出を行うために用いられるようになっている
。また、紙葉類収納カセット１０の上部には把持部１４が設けられており、操作者はこの
把持部１４を持つことにより紙葉類収納カセット１０の持ち運びを行うことができるよう
になっている。
【００２８】
　次に、図２を用いて紙葉類収納カセット１０の内部の構成の概略について説明する。図
２に示すように、紙葉類収納カセット１０の筐体１２の内部には、投出入口１６により筐
体１２の外部から内部に投入された紙葉類が集積されるステージ３０が設けられている。
このステージ３０は筐体１２の内部において上下方向に往復移動するよう、すなわち昇降
するようになっている。また、図２に示すように、ステージ３０が昇降する範囲を覆うよ
う、鉛直方向に延びる案内部材３１、３２が設けられており、ステージ３０上に集積され
た紙葉類は案内部材３１、３２により当該ステージ３０上に集積された状態から位置がず
れないようになっている。
【００２９】
　ステージ３０には、当該ステージ３０を昇降させるステージ駆動機構（図示せず）が接
続されている。ステージ駆動機構は、紙葉類を筐体１２の外部から内部に投入する際には
、ステージ３０を降下させるようになっている。一方、ステージ駆動機構は、紙葉類を筐
体１２の内部から外部に投出する際には、ステージ３０を上昇させるようになっている。
これらのステージ３０、案内部材３１、３２およびステージ駆動機構により紙葉類収納部
が構成されている。
【００３０】
　筐体１２の内部には収納繰出機構が設けられている。この収納繰出機構は、投出入口１
６により筐体１２の外部から内部に投入された紙葉類をステージ３０上に送るとともに、
ステージ３０上に集積された紙葉類を投出入口１６に繰り出すようになっている。この収
納繰出機構は、筐体１２の内部における上部領域に設けられた、フィードローラ２０、ゲ
ートローラ２２およびキッカローラ２４から構成されている。これらのフィードローラ２
０、ゲートローラ２２およびキッカローラ２４は、図２の右方から見て左右一対のものと
なっている。また、フィードローラ２０およびゲートローラ２２は互いに当接しており、
これらのフィードローラ２０とゲートローラ２２との間にはニップ部が形成されている。
【００３１】
　キッカローラ２４はステージ３０の真上の位置に設けられている。このキッカローラ２
４には軸２４ａが設けられており、この軸２４ａを中心として回転するようになっている
。具体的には、キッカローラ２４は、紙葉類を筐体１２の内部から外部に投出する際に図
２において反時計回りに回転するようになっている。そして、キッカローラ２４は、紙葉
類を筐体１２の内部から外部に投出する際にステージ３０が上昇したときに、このステー
ジ３０に集積された紙葉類のうち最も上方にある紙葉類の表面に当接し、この当接した紙
葉類をフィードローラ２０とゲートローラ２２との間のニップ部に（すなわち、図２の右
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方向に向かって）蹴り出すようになっている。
【００３２】
　フィードローラ２０には軸２０ａが設けられており、この軸２０ａを中心として回転す
るようになっている。具体的には、フィードローラ２０は、紙葉類を筐体１２の外部から
内部に投入する際には図２において時計回りに回転し、投出入口１６から紙葉類搬送路１
８（後述）を経てフィードローラ２０に送られた紙葉類をステージ３０上に送るようにな
っている。一方、フィードローラ２０は、紙葉類を筐体１２の内部から外部に投出する際
には図２において反時計回りに回転し、キッカローラ２４によりフィードローラ２０とゲ
ートローラ２２との間のニップ部に送られた紙葉類を紙葉類搬送路１８に送るようになっ
ている。このフィードローラ２０は、図示しないフィードローラ駆動機構がプーリ４４に
接続されることにより図２における時計回りまたは反時計回りに連続的に回転させられる
ようになっている。
【００３３】
　ゲートローラ２２は、図２に示すようにフィードローラ２０に対して当接するよう設け
られている。このゲートローラ２２には軸２２ａが設けられている。軸２２ａはその位置
が固定されており、回転しないようになっている。また、ゲートローラ２２と軸２２ａと
の間にはトルクリミッタ（図示せず）が配設されている。このトルクリミッタは、ゲート
ローラ２２に対して周方向に沿って予め設定された設定トルク以上の力が加えられたとき
には、軸２２ａに対するゲートローラ２２の回転を許容するようになっている。一方、ト
ルクリミッタは、ゲートローラ２２に加えられる周方向の力が設定トルクよりも小さいと
きにはゲートローラ２２と軸２２ａとを連動させるようになっている。すなわち、この場
合には、軸２２ａが固定されているので、ゲートローラ２２も回転しないようになってい
る。
【００３４】
　ゲートローラ２２と軸２２ａとの間には上述のようなトルクリミッタが設けられている
ので、フィードローラ２０とゲートローラ２２との間のニップ部に紙葉類が送られない場
合には、前述のようにフィードローラ２０はフィードローラ駆動機構により連続的に回転
しており、フィードローラ２０とゲートローラ２２は当接しているのでこのゲートローラ
２２にもフィードローラ２０による連れ回りの力がかかることになる。このようなゲート
ローラ２２にかかる連れ回りの力はトルクリミッタにおける設定トルクよりも大きいため
、軸２２ａに対するゲートローラ２２の回転が許容され、ゲートローラ２２はフィードロ
ーラ２０に連れ回るようになる。
【００３５】
　一方、１枚の紙葉類がフィードローラ２０とゲートローラ２２との間のニップ部に送ら
れると、この紙葉類がフィードローラ２０とゲートローラ２２との間に挟まれるためゲー
トローラ２２にはフィードローラ２０による連れ回りの力がかからなくなり、このゲート
ローラ２２に加えられる周方向の力は設定トルクよりも小さくなる。このため、トルクリ
ミッタによりゲートローラ２２と軸２２ａとが連動させられ、軸２２ａが固定されている
のでゲートローラ２２も回転しないようになる。このように、フィードローラ２０により
紙葉類を紙葉類搬送路１８からステージ３０上に送ったり、ステージ３０上の紙葉類を紙
葉類搬送路１８に送ったりする際には、ゲートローラ２２は回転しないこととなる。
【００３６】
　紙葉類搬送路１８は、フィードローラ２０とゲートローラ２２との間のニップ部から、
投出入口１６まで延びるよう設けられている。このような紙葉類搬送路１８には複数の案
内ローラ２５、２６、２７が設けられており、筐体１２の外部から投出入口１６に投入さ
れた紙葉類は紙葉類搬送路１８に沿って案内ローラ２５、２６、２７によりフィードロー
ラ２０とゲートローラ２２との間のニップ部に送られるようになっている。また、紙葉類
を筐体１２の内部から外部に投出する際に、フィードローラ２０によりこのフィードロー
ラ２０とゲートローラ２２との間のニップ部から繰り出された紙葉類は、紙葉類搬送路１
８に沿って案内ローラ２５、２６、２７により投出入口１６に送られるようになっている
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。
【００３７】
　また、筐体１２の内部におけるフィードローラ２０やゲートローラ２２の近傍には札叩
き用羽根車（図示せず）が設けられている。この札叩き用羽根車は例えばゴムから形成さ
れており、フィードローラ２０からステージ３０に送られる紙葉類を叩くようになってい
る。また、筐体１２の内部におけるフィードローラ２０やゲートローラ２２の近傍にはコ
シ付け部材（図示せず）が設けられている。このコシ付け部材は例えばステンレス鋼等の
金属から形成されており、フィードローラ２０からステージ３０に送られる紙葉類を波形
状に変形させてコシを付けるようになっている。
【００３８】
　また、紙葉類収納カセット１０には、収納繰出機構のフィードローラ２０の回転を規制
するローラ回転規制機構が設けられている。このようなローラ回転規制機構の詳細につい
て、図２乃至図５を用いて説明する。
【００３９】
　図２に示すように、フィードローラ２０にはプーリ４２が同軸となるよう取り付けられ
ている。すなわち、プーリ４２はフィードローラ２０と同期して軸２０ａを中心として回
転するようになっている。また、図２に示すように、紙葉類収納カセット１０の筐体１２
の底部近傍にもプーリ４４が設けられている。プーリ４４には軸４４ａが取り付けられて
おり、プーリ４４はこの軸４４ａを中心として図２の時計回りおよび反時計回りの両方向
に回転することができるようになっている。
【００４０】
　そして、これらのプーリ４２、４４には例えばゴムベルトからなる循環ベルト４０が張
架されている。このため、紙葉類を紙葉類収納カセット１０の筐体１２の外部から内部に
投入する際には、フィードローラ駆動機構によってプーリ４４が駆動し、それに伴ってプ
ーリ４２、フィードローラ２０が循環ベルト４０の動作によって図２の時計回りの方向に
回転することとなる。一方、紙葉類を紙葉類収納カセット１０の筐体１２の内部から外部
に投出する際には、フィードローラ駆動機構によってプーリ４４が駆動し、それに伴って
プーリ４２、フィードローラ２０が循環ベルト４０の動作によって図２の反時計回りの方
向に回転することとなる。そして、プーリ４４の回転が後述するロック部材４６により規
制されると、すなわちロック部材４６によりプーリ４４が回転しないよう固定されると、
プーリ４２の回転も規制され、当該プーリ４２が同軸となるよう取り付けられたフィード
ローラ２０の回転も規制されるようになっている。この場合、フィードローラ２０を例え
ば手動により回転させようとしても、このフィードローラ２０は停止したままとなる。
【００４１】
　図３に示すように、プーリ４４に取り付けられた軸４４ａの近傍にはロック部材４６が
設けられている。このロック部材４６には軸４６ａが設けられており、ロック部材４６は
軸４６ａを中心として揺動自在となっている。ロック部材４６には、プーリ４４に取り付
けられた軸４４ａを挿入することができる凹部４６ｂが設けられている。ここで、図３（
ａ）は、紙葉類収納カセット１０が紙葉類処理装置１から取り外されたときの状態を示す
図であり、図３（ｂ）は、紙葉類処理装置１に紙葉類収納カセット１０を装填し始めたと
きの状態を示す図であり、（ｃ）は、紙葉類処理装置１に紙葉類収納カセット１０を装填
し終えたときの状態を示す図である。
【００４２】
　図３（ｃ）に示すように、紙葉類収納カセット１０が紙葉類処理装置１に装着されたと
きにはロック部材４６がプーリ４４の軸４４ａから離間するようになっている。一方、図
３（ａ）に示すように、紙葉類収納カセット１０が紙葉類処理装置１から取り外されたと
きにはプーリ４４の軸４４ａがロック部材４６の凹部４６ｂに挿入されるようになってい
る。そして、ロック部材４６に設けられた凹部４６ｂは、プーリ４４の軸４４ａが挿入さ
れたときにこの軸４４ａを紙葉類の投入方向（図２、図３における時計回りの方向）には
回転させるが、紙葉類の投出方向（図２、図３における反時計回りの方向）には回転させ
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ないような形状となっている。この凹部４６ｂの形状の詳細については後述する。
【００４３】
　図３に示すように、ロック部材４６の上部にはバネ５６が取り付けられており、このバ
ネ５６は、紙葉類収納カセット１０の筐体１２の内壁に対して位置固定で設置された固定
部材５４に取り付けられている。ここで、ロック部材４６と固定部材５４との間に設けら
れたバネ５６には常に圧縮しようとする力が掛けられており、このため、ロック部材４６
にはバネ５６により常に図３の上方に向かって力が付勢されている。すなわち、ロック部
材４６に対して下方向の力が何ら加えられていないときには、このロック部材４６はバネ
５６により上方向に引っ張られ、このロック部材４６の凹部４６ｂにプーリ４４の軸４４
ａが挿入されることとなる（図３（ａ）（ｂ）参照）。一方、後述するカム部材５０によ
り、バネ５６による上方向の引っ張り力に抗してロック部材４６が下方向に引っ張られた
ときには、ロック部材４６は軸４６ａを中心として図３の時計回りの方向に回転し、ロッ
ク部材４６の凹部４６ｂからプーリ４４の軸４４ａが外れることとなる（図３（ｃ）参照
）。
【００４４】
　ロック部材４６の下部にはピン４８が取り付けられている。また、ロック部材４６の下
方には細長いカム部材５０が設けられている。このカム部材５０は、紙葉類収納カセット
１０に設けられたピニオン部材５２に接続されている。ピニオン部材５２には軸５２ａが
設けられており、この軸５２ａを中心として回転するようになっている。また、図３に示
すように、ピニオン部材５２には櫛歯部分５２ｂが設けられている。そして、細長いカム
部材５０の一端には軸５０ａが設けられており、この軸５０ａによりカム部材５０はピニ
オン部材５２に枢支されている。ここで、カム部材５０の軸５０ａは、ピニオン部材５２
の軸５２ａから外れた位置に設けられている。また、カム部材５０には当該カム部材５０
の長手方向に沿った細長い開口部５０ｂが設けられており、この開口部５０ｂにロック部
材４６のピン４８が挿入されている。このようにして、ロック部材４６はカム部材５０に
接続されている。図３（ａ）～（ｃ）に示すように、ロック部材４６に取り付けられたピ
ン４８は、カム部材５０の他端に設けられた細長い開口部５０ｂに沿って案内されるよう
になっている。
【００４５】
　また、紙葉類処理装置１の筐体６の内壁にはラック部材６０が設けられている。このラ
ック部材６０には櫛歯部分６０ａが設けられている。そして、図３（ａ）に示すように、
紙葉類収納カセット１０が紙葉類処理装置１から取り外されたときの状態においては、紙
葉類収納カセット１０に設けられたピニオン部材５２は紙葉類処理装置１に設けられたラ
ック部材６０から離間しているが、図３（ｂ）に示すように、紙葉類処理装置１に紙葉類
収納カセット１０を装填し始めたときにこの紙葉類収納カセット１０に設けられたピニオ
ン部材５２の櫛歯部分５２ｂが紙葉類処理装置１に設けられたラック部材６０の櫛歯部分
６０ａと噛み合い、紙葉類収納カセット１０を紙葉類処理装置１に装着するにつれて、す
なわち図３（ｂ）に示す状態から図３（ｃ）に示す状態となるにつれて、ピニオン部材５
２が軸５２ａを中心として図３の反時計回りに回転することとなる。
【００４６】
　ピニオン部材５２が軸５２ａを中心として図３の反時計回りに回転すると、カム部材５
０の軸５０ａもピニオン部材５２の軸５２ａを中心として図３の反時計回りに回転し、こ
のカム部材５０は下方に移動させられることとなる。このことにより、ピン４８によりカ
ム部材５０に接続されたロック部材４６が下方に引っ張られることとなり、図３（ｃ）に
示すようにこのロック部材４６は軸４６ａを中心として図３の時計回りに回転させられる
。このようにして、ロック部材４６の凹部４６ｂからプーリ４４の軸４４ａが外れること
となる。
【００４７】
　次に、図３に示すローラ回転規制機構におけるロック部材４６およびプーリ４４の軸４
４ａの構成の詳細について図４および図５を用いて説明する。ここで、図４（ａ）は、プ
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ーリ４４の軸４４ａがロック部材４６の凹部４６ｂに挿入されたときの状態を示す図であ
り、（ｂ）は、（ａ）に示す状態からプーリ４４の軸４４ａを紙葉類の投入方向（図４に
おける時計回りの方向）に回転させたときの状態を示す図であり、（ｃ）は、（ｂ）に示
す状態からプーリ４４の軸４４ａを紙葉類の投入方向に更に回転させたときの状態を示す
図である。また、図５は、図４に示すローラ回転規制機構におけるプーリ４４の軸４４ａ
の構成の詳細を示す構成図であって、図５（ａ）は、プーリ４４の軸４４ａを上方から見
たときの上面図であり、図５（ｂ）は、図５（ａ）に示すプーリ４４の軸４４ａのＡ－Ａ
矢視断面図である。なお、図５（ａ）において、参考のためロック部材４６を二点鎖線で
示している。
【００４８】
　図４および図５、とりわけ図５（ｂ）に示すように、プーリ４４の軸４４ａは、ロック
部材４６の凹部４６ｂに挿入されたときのこの凹部４６ｂに接触する箇所において軸４４
ａの周方向に沿って部分的に平面形状となっている。具体的には、図５（ａ）（ｂ）に示
すように、プーリ４４の軸４４ａには、当該軸４４ａの中心に対して対称の位置に設けら
れる一対の平面形状部分４４ｃと、図５（ｂ）に示すような軸４４ａの断面において一対
の平面形状部分４４ｃの間にそれぞれ設けられる一対の周形状部分４４ｂとが設けられて
いる。
【００４９】
　また、図４に示すように、ロック部材４６の凹部４６ｂは、プーリ４４の軸４４ａが挿
入された際にこの軸４４ａと略平行に延びる互いに対向する第１の側面部分４６ｃおよび
第２の側面部分４６ｅ、ならびに底面部分４６ｄを有している。ここで、図４に示すよう
に、第１の側面部分４６ｃおよび底面部分４６ｄは略平面形状となっており、これらの第
１の側面部分４６ｃおよび底面部分４６ｄはほぼ直交している。第１の側面部分４６ｃの
高さは、軸４４ａの直径と略同一の大きさとなっており、一方、底面部分４６ｄの幅の大
きさは、軸４４ａの直径よりもわずかに小さくなっている。
【００５０】
　また、第２の側面部分４６ｅは、凹部４６ｂの開口部分に向かって、すなわち上方に向
かって広がるようなテーパ形状となっている。より具体的には、第２の側面部分４６ｅに
は、底面部分４６ｄとほぼ直交するような平面形状部分と、第１の側面部分４６ｃから遠
ざかるようこの平面形状部分の途中箇所から傾斜した傾斜部分とが設けられている。第２
の側面部分４６ｅの高さは、軸４４ａの直径よりも小さくなっている。
【００５１】
　そして、図４（ａ）に示すような、プーリ４４の軸４４ａがロック部材４６の凹部４６
ｂに挿入されたときの状態において、プーリ４４の軸４４ａを紙葉類の投出方向、すなわ
ち図４（ａ）の矢印Ｐの方向に回転させた場合には、プーリ４４の軸４４ａに設けられた
平面形状部分４４ｃがロック部材４６の凹部４６ｂの第１の側面部分４６ｃに当接するこ
とにより、このプーリ４４の軸４４ａの回転が規制され、軸４４ａは図４（ａ）に示すよ
うな状態からこれ以上回転しなくなる。
【００５２】
　一方、図４（ａ）に示すような、プーリ４４の軸４４ａがロック部材４６の凹部４６ｂ
に挿入されたときの状態において、プーリ４４の軸４４ａを紙葉類の投入方向、すなわち
図４（ａ）の矢印Ｑの方向に回転させた場合には、このプーリ４４の軸４４ａに設けられ
た平面形状部分４４ｃがロック部材４６の凹部４６ｂの第２の側面部分４６ｅに当接する
。ここで、第２の側面部分４６ｅは、凹部４６ｂの開口部分に向かって、すなわち上方に
向かって広がるようなテーパ形状となっているので、軸４４ａの平面形状部分４４ｃが凹
部４６ｂの第２の側面部分４６ｅに当接した場合であっても、この軸４４ａの回転が凹部
４６ｂにより規制されることはなく、軸４４ａの回転が許容されることとなる。このため
、プーリ４４の軸４４ａは図４（ａ）に示す状態から矢印Ｑの方向に回転し、図４（ｂ）
に示すような状態となり、図４（ｂ）に示すような状態から軸４４ａが更に図４（ｂ）の
時計回りに回転すると図４（ｃ）に示すような状態となる。このようにして、プーリ４４
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の軸４４ａを紙葉類の投入方向、すなわち図４（ａ）の矢印Ｑの方向に回転させた場合に
は、この軸４４ａの回転はロック部材４６の凹部４６ｂにより規制されることはなく、軸
４４ａの回転が許容される。
【００５３】
　このようにして、ロック部材４６は、プーリ４４の軸４４ａが凹部４６ｂに挿入された
ときにこのプーリ４４の軸４４ａを紙葉類の投入方向には回転させるが紙葉類の投出方向
には回転させないようになっている。
【００５４】
　上述のように、ローラ回転規制機構は、紙葉類収納カセット１０の循環ベルト４０、プ
ーリ４２、４４、ロック部材４６、カム部材５０、ピニオン部材５２等から構成されてい
る。
【００５５】
　次に、このような構成からなる紙葉類収納カセット１０の動作について以下に説明する
。具体的には、紙葉類収納カセット１０を紙葉類処理装置１に装着したときの状態におけ
る動作、および紙葉類収納カセット１０を紙葉類処理装置１から取り外したときの状態に
おける動作についてそれぞれ説明する。
【００５６】
　まず、紙葉類収納カセット１０を紙葉類処理装置１に装着したときの状態における動作
について説明する。
【００５７】
　紙葉類を筐体１２の外部から内部に投入する際に、まず、ステージ駆動機構（図示せず
）によりステージ３０を下降させる。このことにより、ステージ３０の上方に紙葉類の収
納スペースが設けられることとなる。
【００５８】
　その後、投出入口１６により紙葉類が１枚ずつ筐体１２の内部に投入されると、この紙
葉類は紙葉類搬送路１８を経てフィードローラ２０とゲートローラ２２との間のニップ部
に送られ、このニップ部に送られた紙葉類はフィードローラ２０によりステージ３０上に
送られる。この際に、フィードローラ２０からステージ３０に送られる紙葉類は札叩き用
羽根車（図示せず）により叩かれることとなる。このため、紙葉類を迅速にステージ３０
上に落下させることができるとともに、ステージ３０上で紙葉類が縦向きになることはな
く横向きの積層状態で集積されることとなる。また、フィードローラ２０とゲートローラ
２２との間のニップ部に送られた紙葉類は、コシ付け部材（図示せず）により波形状に変
形させられる。このことにより、紙葉類にコシを付けることができる。
【００５９】
　一方、紙葉類を筐体１２の内部から外部に投出する際には、まず、ステージ駆動機構（
図示せず）によりステージ３０を上昇させる。このことにより、ステージ３０上に集積さ
れた紙葉類を収納繰出機構のキッカローラ２４に当接させることができる。また、ステー
ジ３０を上昇させると、札叩き用羽根車（図示せず）およびコシ付け部材（図示せず）は
収納繰出機構から退避し、紙葉類の投出が行われる間に紙葉類がこれらの札叩き用羽根車
およびコシ付け部材に当接することはなくなる。
【００６０】
　そして、ステージ３０が上昇することによりこのステージ３０上に集積された紙葉類が
キッカローラ２４に当接した後、キッカローラ２４により、ステージ３０に集積された紙
葉類のうち最も上方にある紙葉類をフィードローラ２０とゲートローラ２２との間のニッ
プ部に蹴り出す。ニップ部に送られた紙葉類は、フィードローラ２０により紙葉類搬送路
１８に送られ、この紙葉類は最終的には投出入口１６まで搬送されることとなる。このこ
とにより、紙葉類収納カセット１０の筐体１２の外部へ紙葉類が投出される。
【００６１】
　なお、上述のような、筐体１２の外部から内部に紙葉類を投入する場合や、筐体１２の
内部から外部に紙葉類を投出する場合において、紙葉類収納カセット１０が紙葉類処理装
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置１に装着されているので、紙葉類収納カセット１０に設けられたピニオン部材５２およ
び紙葉類処理装置１に設けられたラック部材６０は図３（ｃ）に示すような位置関係とな
る。このため、プーリ４４の軸４４ａはロック部材４６の凹部４６ｂから完全に外れた位
置にあり、この軸４４ａは図３の時計回りおよび反時計回りの両方向に自在に回転させる
ことができるようになる。このため、プーリ４４に張架された循環ベルト４０も自在に循
環移動させることができるようになり、プーリ４２も図２の時計回りおよび反時計回りの
両方向に自在に回転させることができるようになるので、フィードローラ２０を紙葉類の
投入方向および投出方向の両方向に回転させることができるようになる。
【００６２】
　一方、紙葉類収納カセット１０の紙葉類収納部に収納された紙葉類を回収する際に、こ
の紙葉類収納カセット１０を紙葉類処理装置１から取り外した場合には、紙葉類収納カセ
ット１０に設けられたピニオン部材５２および紙葉類処理装置１に設けられたラック部材
６０は図３（ａ）に示すような位置関係となる。この場合、ロック部材４６はバネ５６に
より上方向の力が加えられ、このロック部材４６にはバネ５６による引っ張り力に抗する
力は加えられることがないので、ロック部材４６はバネ５６により上方向に引っ張られ、
このロック部材４６の凹部４６ｂにプーリ４４の軸４４ａが挿入されることとなる。
【００６３】
　ロック部材４６の凹部４６ｂにプーリ４４の軸４４ａが挿入された場合、前述のように
、このプーリ４４の軸４４ａは紙葉類の投出方向、すなわち図４（ａ）の矢印Ｐの方向に
は回転させることができなくなる。このため、フィードローラ２０を紙葉類の投出方向に
回転させることができなくなる。一方、ロック部材４６の凹部４６ｂにプーリ４４の軸４
４ａが挿入された場合であって、このプーリ４４の軸４４ａは紙葉類の投入方向、すなわ
ち図４（ａ）の矢印Ｑの方向には回転させることができる。このため、フィードローラ２
０を紙葉類の投入方向に回転させることができる。
【００６４】
　ここで、前述のような筐体１２の外部から内部に紙葉類を投入する際に、この紙葉類が
フィードローラ２０において詰まった場合であっても（すなわち、フィードローラ２０に
おいて紙葉類にジャムが発生した場合であっても）、紙葉類収納カセット１０を紙葉類処
理装置１から取り外した後、この紙葉類収納カセット１０の扉を開け、紙葉類収納カセッ
ト１０の筐体１２の内部から、フィードローラ２０で詰まった紙葉類を手で引っ張ること
により、このフィードローラ２０が紙葉類の投入方向に回転し、紙葉類の詰まりを解消す
ることができる。
【００６５】
　そして、図３（ａ）に示すような、紙葉類収納カセット１０が紙葉類処理装置１から取
り外されたような状態から、紙葉類収納カセット１０を紙葉類処理装置１に装着させはじ
めると、図３（ｂ）に示すように紙葉類収納カセット１０のピニオン部材５２が紙葉類処
理装置１のラック部材６０に噛み合い、このピニオン部材５２が回転することにより、バ
ネ５６による上方向の力に抗してロック部材４６がカム部材５０によって下方に引っ張ら
れることとなる。そして、図３（ｃ）に示すように紙葉類収納カセット１０を紙葉類処理
装置１に完全に装着させると、カム部材５０によりロック部材４６は大きく下方に引っ張
られた状態となり、このロック部材４６の凹部４６ｂからプーリ４４の軸４４ａが完全に
外れることとなる。
【００６６】
　以上のように本実施の形態の紙葉類収納カセット１０およびこの紙葉類収納カセット１
０を備えた紙葉類処理装置１によれば、紙葉類収納カセット１０の循環ベルト４０、プー
リ４２、４４、ロック部材４６、カム部材５０、ピニオン部材５２等から構成されるロー
ラ回転規制機構は、紙葉類収納カセット１０が紙葉類処理装置１に装着されたときにはフ
ィードローラ２０を紙葉類の投入方向および投出方向の両方向に回転させ、一方、紙葉類
収納カセット１０が紙葉類処理装置１から取り外されたときにはフィードローラ２０を紙
葉類の投入方向のみに回転させるようフィードローラ２０の回転を規制する。このため、
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紙葉類収納カセット１０を紙葉類処理装置１から取り外したときにフィードローラ２０を
紙葉類の投出方向に回転させることができなくなるため紙葉類収納部に収納された紙葉類
が例えば盗難者等により抜き取られることを防止することができる。また、フィードロー
ラ２０が設けられた箇所において紙葉類の詰まりが発生した場合でも、紙葉類収納カセッ
ト１０を紙葉類処理装置１から取り外した後、フィードローラ２０を紙葉類の投入方向に
例えば手動で回転させることによりこのような紙葉類の詰まりを解消することができる。
【００６７】
　また、ローラ回転規制機構は、フィードローラ２０と同期して回転するプーリ４４の軸
４４ａと、プーリ４４の軸４４ａの近傍において移動自在に設けられたロック部材４６と
を有し、紙葉類収納カセット１０が紙葉類処理装置１に収容されたときにはロック部材４
６はプーリ４４の軸４４ａから離間し、紙葉類収納カセット１０が紙葉類処理装置１から
取り外されたときにはロック部材４６はプーリ４４の軸４４ａに係合するようになってい
る。また、ロック部材４６は、プーリ４４の軸４４ａが係合されたときにこのプーリ４４
の軸４４ａを紙葉類の投入方向には回転させるが紙葉類の投出方向には回転させないよう
な形状となっている。このような紙葉類収納カセット１０によれば、収納繰出機構のフィ
ードローラ２０の回転を規制するローラ回転規制機構の構成をシンプルなものとすること
ができる。
【００６８】
　なお、本発明による紙葉類収納カセットおよび紙葉類処理装置は、上記の態様に限定さ
れるものではなく、様々の変更を加えることができる。例えば、収納繰出機構のフィード
ローラの回転を規制するローラ回転規制機構としては、図２乃至図５に示すような循環ベ
ルト４０、プーリ４２、４４、ロック部材４６、カム部材５０、ピニオン部材５２等から
構成されるものに限定されることはない。収納繰出機構のフィードローラの回転を規制す
るローラ回転規制機構として、紙葉類収納カセットが紙葉類処理装置に装着されたときに
はフィードローラを紙葉類の投入方向および投出方向の両方向に回転させ、紙葉類収納カ
セットが紙葉類処理装置から取り外されたときにはフィードローラを紙葉類の投入方向の
みに回転させるようフィードローラの回転を規制するものであれば、他の構成のものを用
いることもできる。
【図面の簡単な説明】
【００６９】
【図１】本発明の一の実施の形態における紙葉類収納カセットの外観を示す斜視図である
。
【図２】図１に示す紙葉類収納カセットの内部の構成の概略を示す構成図である。
【図３】図２の示す紙葉類収納カセットにおけるローラ回転規制機構の構成を示す構成図
であって、（ａ）は、紙葉類収納カセットが紙葉類処理装置から取り外されたときの状態
を示す図であり、（ｂ）は、紙葉類処理装置に紙葉類収納カセットを装填し始めたときの
状態を示す図であり、（ｃ）は、紙葉類処理装置に紙葉類収納カセットを装填し終えたと
きの状態を示す図である。
【図４】図３に示すローラ回転規制機構におけるロック部材およびプーリの軸の構成を示
す構成図であって、（ａ）は、プーリの軸がロック部材の凹部に挿入されたときの状態を
示す図であり、（ｂ）は、（ａ）に示す状態からプーリの軸を紙葉類の投入方向に回転さ
せたときの状態を示す図であり、（ｃ）は、（ｂ）に示す状態からプーリの軸を紙葉類の
投入方向に更に回転させたときの状態を示す図である。
【図５】図３、図４に示すローラ回転規制機構におけるプーリの軸の構成の詳細を示す構
成図であって、（ａ）は、プーリの軸を上方から見たときの上面図であり、（ｂ）は、（
ａ）に示すプーリの軸のＡ－Ａ矢視断面図である。
【図６】図１に示す紙葉類収納カセットが装填された紙葉類処理装置の構成の概略を示す
構成図である。
【符号の説明】
【００７０】
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１　　紙葉類処理装置
２　　紙葉類投入部
３　　紙葉類投出部
４　　搬送部
５　　識別部
６　　筐体
１０　　紙葉類収納カセット
１２　　筐体
１４　　把持部
１６　　投出入口
１８　　紙葉類搬送路
２０　　フィードローラ
２０ａ　軸
２２　　ゲートローラ
２２ａ　軸
２４　　キッカローラ
２４ａ　軸
２５、２６、２７　　案内ローラ
３０　　ステージ
３１　　案内部材
３２　　案内部材
４０　　循環ベルト
４２　　プーリ
４４　　プーリ
４４ａ　軸
４４ｂ　周形状部分
４４ｃ　平面形状部分
４６　　ロック部材
４６ａ　軸
４６ｂ　凹部
４６ｃ　第１の側面部分
４６ｄ　底面部分
４６ｅ　第２の側面部分
４８　　ピン
５０　　カム部材
５０ａ　軸
５０ｂ　開口部
５２　　ピニオン部材
５２ａ　軸
５２ｂ　櫛歯部分
５４　　固定部材
５６　　バネ
６０　　ラック部材
６０ａ　櫛歯部分
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